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問 総務課☎ 0823-43-1111 ㈹
市民の皆さん ( スマホ初心者 ) を対象とした教室を開催します。
参加したい教室を指定して電話で申し込んでください。
スマホを持っていない方にも貸し出し対応 ( ﾄﾞｺﾓ、au、ソフトバン
クなど不問 ) します。　　　　　　　　　　　（各教室８人・先着順）

スマホを安全に使うためのポイント
　→ 不審なメールなどを受け取ったときの対処方法やパスワードの管

理について学べます。
インターネットを使おう
　→インターネットでの検索方法など基本操作を学べます。
地図アプリを使おう
　→ Google マップなどの地図アプリの基本操作を学べます。
災害に備える情報を確認しよう
　→ハザードマップポータルサイトの活用方法を学べます。
LINE&キャッシュレス決済体験
　→ LINE やキャッシュレス決済 ( 〇〇 Pay) の操作を体験できます。
定員（先着順）　各講座８人
※「LINE& キャッシュレス決済体験」は 20 人 ( 最少開催人数 10 人 )
申込方法　総務課に電話で申し込んでください。☎ 0823-43-1111 ㈹

江田島市無料スマホ教室を開催します募集

月日 時間 教室の内容 場所

９/24㈫ 13：30～14：30 スマホを安全に使うため
のポイント 能美市民

センター
(別館２階
会議室)

14：45～15：45 インターネットを使おう

９/25㈬
13：30～14：30 地図アプリを使おう
14：45～15：45 災害に備える情報を確認しよう

10/7㈪ 14：00～16：00 LINE&キャッシュレス決済体
験（貸出機使用）

江田島
保健

センター

ホームページ見てね！

広告

子どもの権利
　人は誰もが人として尊重され、幸せに生きる権利を持ってい
ます。これは、出身地、人種や民族、性別、障害のあるなし、年
齢などの違いを超えて、すべての人に生まれながらに与えられた
権利です。しかし、これからの社会を担うこどもたちが、いじめ、
体罰、虐待等の犠牲になるなど、私たちの住む社会は、今もって
こどもたちの人権が守られていない実情にあります。こどもとは
成長の過程にある者であり、大人と同様、こどもも人権を持って
いることを誰もが認識しなければなりません。

私たちにできること
　虐待をはじめとするこどもの人権問題や少子化対策等の施策
を、総合的に推進する体制が目指されている「こども家庭庁」
が令和５年に発足しました。
　また「こども施策」の基本理念や国や地方公共団体の責務等
を定めた「こども基本法」が同年施工され、こども施策基本理
念として、差別のないこと、適切な養育、こどもの意見の尊重、
こどもの最善の利益等が明記され、またこどもを巡る状況や施
策についての年次報告や「こども大綱」を定めています。
　さまざまな問題を解決し、こどもの人権を守っていくために
は、制度だけでなく、私たち自身の人権意識を養っていく必要
があります。
　何よりも、こどもは親の従属物ではなく、独立した人格を持
つ権利の主体であるという認識が大切です。
　そして、こどもたちを取り巻く様々な問題を見て見ぬふりを
せず、社会全体でこどもたちを見守り、育てていくことが問わ
れています。

公益財団法人人権教育啓発推進センター　こどもと人権より引用

問 人権推進課☎ 0823-43-1635

こどもと人権
問 都市整備課☎ 0823-43-1647

　空き家所有者などを対象とした専門
家による無料相談会を行います。
　事前予約制で、相談内容に応じた専
門家が対応します。
専�門家　司法書士、宅建士、建築士、

土地家屋調査士などの江田島市空家
等対策協議会委員
日時　9月24日㈫
　　　午前10時～午後４時
場��所　市役所本庁(大柿町大原)
人数　8人（１人30 分）
予約方法　都市整備課へ電話予約
申込期限　９月10日㈫まで

募集 空き家無料巡回相談会

広島弁護士会の無料法律相談
問 総務課☎ 0823-43-1111 ㈹

日時　9 月 12 日㈭午後１時～４時
場�所　江田島保健センター（江田島町中央）
人数　５人（１人 30 分）
9 月２日㈪から総務課で受け付け。

問 農林水産課☎ 0823-43-1642
　台風や大雨前にため池の水位を下げることが、ため池の決壊を予防
し、直下流の家屋浸水や農地災害などの被害を軽減することから、自
主防災活動として期待されています。
　未然に災害を防止する目的として、ため池の所有者および管理者の
皆さまのご協力をお願いします。

(お願い）ため池の低水位管理について

問 総務課☎ 0823-43-1111
　9月21日㈯から30日㈪までの10日間、「秋の全国交通安全運動」が行われます。運動
の重点は次のとおりです。
◦ 反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
◦ 夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶
◦自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
　ドライバーは、歩行者・自転車に注意して、安全運転を心掛けましょう。特に横断歩
道では、歩行者の横断の優先を徹底し、悲惨な事故を未然に防ぎましょう。
　歩行者・自転車の方は、早朝や夜間の外出の際は、明るい色の服や、反射材を身に着
け、ドライバーから見えやすく、確認してもらいやすい工夫を心掛けましょう。

秋の全国交通安全運動が始まります

広告

広告

【10月１~８日】�特定計量器(はかり)の定期検査を行います

問 交流観光課☎ 0823-43-1632
　計量器(はかり)を商取引や証明のために使用している場合は、計量法で定められた定期
検査を受けることが義務付けられていますので、最寄りの会場で必ず検査を受けてください。
※検査対象は商店や工場、病院、薬局などで使用している計量器です。
※ ８月中旬に実施する事前調査の結果により、対象者となった方には９月下旬頃に(一社)

広島県計量協会から検査のハガキが届きます。
※県に登録している計量士の検査を受けて、その旨を県に届け出ている場合は、検査免除。
検査日程および会場

10 月１日㈫ 10：30 ～ 12：00 切串交流プラザ
13：30 ～ 15：00 宮ノ原交流プラザ

10 月２日㈬ 10：30 ～ 15：00 大須消防団屯所

10 月３日㈭ 10：00 ～ 12：30 JA ひろしま 三高店
13：30 ～ 15：00 津久茂出張所

10 月４日㈮ 10：30 ～ 15：00 江田島市民センター
10 月７日㈪ 10：30 ～ 15：00 能美市民センター（屯所隣）
10 月８日㈫ 10：30 ～ 15：00 JA ひろしま 大古店
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